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１．本答申について 

（１）本答申の位置づけ 

 本答申は、世田谷区地域経済の持続可能な発展条例（令和４年３月７日条例第９号。以下

「発展条例」という。）第９条２項に基づく世田谷区長からの諮問（令和 5年 3月 20 日付諮

問第 1号）に対し、同条例第９条に基づき設置された世田谷区地域経済の持続可能な発展を

目指す会議（以下「発展会議」という。）による答申である。 

 

（２）諮問内容 

 「地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方について」 

２．世田谷区をめぐる地域経済や産業の状況と課題 

（地域経済を取り巻く状況）  
国が提供する地域経済循環システム（RESAS）の最新の 2018 年データによれば、2018 年の

世田谷区の地域経済の自立度や域内での経済や循環の度合いを示す地域経済循環率は

113.1％(2018 年)となっており（図表 1）、100％を超えているものの 23 区内においては中位

に位置している。「生産（付加価値額）」は約 4.3 兆円と 2010 年から 2018 年にかけて約 5.3%

増の傾向にあるが、民間消費の流出入率は△11.2％となっており、地域内で生産された付加

価値額が分配される際に地域外に流出している傾向が見てとれる。2018 年からコロナ禍を

経た今日にいたるまで、その傾向に大きな変化はないと推測されるが、後掲する既存産業の

事業所の減少や売上の減少、事業承継や空き店舗の増加など、個々の課題に目を向けると、

今日ではさらに世田谷の地域経済を取り巻く厳しい状況は拡大している可能性があるとこ

ろ、これらを解決していくためには、さらなる地域経済循環の向上、地域産業の収益向上や

雇用の創出など、地域経済の成長や活性化につながり、地域経済の持続可能性を向上させる

取組みを強力に推進していくことが急務である。 

    （図表 1）地域経済循環図（2018 年、世田谷区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3



区内の産業構造や業種構成を見ると、全体的な事業所数は横ばいもしくは微減傾向にあ

るが（図表 2）、特にこれまで事業所数の多かった卸売・小売業や雇用を支えてきた飲食サ

ービス業などで大きく減少しており、一方で、医療・福祉業や教育・学習支援業、情報通

信業などは増加傾向にあるなど、産業の多様化が進んでいると考えられる（図表 3）。これ

まで主要産業と考えられてきた業種の再活性化を軸に据えつつ多様化の進む様々な業種

の更なる活力の向上を図るなど、しっかりと後押ししていくことが課題である。 

また、区内産業の１社あたり売上額に着目すると、卸売・小売業は微減、製造業も横ば

いもしくは微減傾向にある中、情報通信業については大きく増加している（図表 4）。また、

１社あたり付加価値額についても概ね同様の傾向にあることが見てとれる（図表 5）。 

さらには、雇用と稼ぐ力について見てみると（図表 6）、雇用については、飲食業、医療

業、飲食料品小売業、社会保険・社会福祉・介護事業などの雇用力が高く、区内の雇用を

支えていることが分かる。稼ぐ力については、インターネット付随サービス業（情報通信

業）等の域外から稼ぐ力が高いが、総じて域外から稼ぐ産業が少ない状況にあると考えら

れる。 

これらのことから、雇用を支える業種の活性化や、様々な業種において稼ぐ力の向上や

生産性の向上を図っていくことで、売上や付加価値の向上を目指していくことが個々の事

業者に対しては必要であると考えられるとともに、これら事業者のポジティブな状況の積

み重ねにより地域産業や地域経済の活性化を図っていくことが課題としてあげられる。 

 

（図表 2）世田谷区内の事業所数推移          （図表 3）業種別事業所数の推移 

 

    

 

 

 

（図表 4）1 社あたり売上額（業種別）         （図表 5）1 社あたり付加価値額（業種別） 
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（図表 6）地域の産業・雇用創造チャートー統計で見る稼ぐ力と雇用力（世田谷区） 

 

 

※縦軸が示す「雇用力」は、雇用を生み出す力を示しており、縦軸の数値が高くなるほど雇用を生み

出す力が強いことを示す。一方、横軸が示す「稼ぐ力」は地域外からどれだけ資金を稼いでいるかを

示すものであり、数値が大きいほど、域外から稼ぐ力が強いことを示す。 

 

 

（事業者を取り巻く状況） 

個々の事業者が抱える中長期的な課題を見ると、「営業・販路開拓」が最も多く、事業者が

販売力強化や新規顧客獲得、販路開拓などに課題意識を持っていることが見てとれる。さら

には、「商品・サービスの高付加価値化」、「新商品・サービスの開発」も上位に位置している

など、競争力や生産性の向上は多くの事業者が直面している課題と捉えることができる（図

表 7）。 

また、現下の人手不足や人材確保を取り巻く状況とも相まって、「人材の確保・育成、働き

方改革」と回答した事業者も多かった。また、後継者の育成に関して課題を抱える事業者も

多く、これらの課題の解決に向けて、環境整備や事業者の後押しについて検討していくこと

が必要であり、課題であると考えられる。 
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（図表 7）持続的な経営を目指す上での中長期的な課題（複数回答可） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

出典：「せたがやエコノミックス 区内事業者の実態調査（令和３年 10 月時点）」より作成 
 

また、事業者の SDGs に対する問題意識や認知度については、区内事業者における SDGs に

対する積極的姿勢（「既に対応・アクションを行っている」、「対応・アクションを検討してい

る」）の割合は約 22％である一方、全国においては約 40％とその差は大きい（図表 8）。持続

可能な地域経済の構築にあたっては、これらに対する認知度の向上に加え、実際の行動に移

していくことが不可欠となると考えられるとともに、今後、SDGs への取組が事業者の付加価

値や企業価値へ更に強固に結びついていくことが想定されることから、その普及や理解増進

を課題と捉え、後押ししていくことが必要となる。なお、SDGs に取り組む際の課題としては、

「何から取り組んでいいか分からない」、「社内での理解度が低い」、「取り組むことによるメ

リットが分からない」など、理解や認知度に関するものに加え、実際に行動に移すことので

きる人材の確保や、そのような人材等との交流が今後課題になると考えられる。 

 

（図表 8）SDGs への理解と取組（全国及び世田谷の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:せたがやエコノミックス付帯調査（2021 年 10 月実施）及び帝国データバンク「SDGs に関する企業の意識調査（2021 年）より作成 

 

（雇用や働き方をめぐる状況） 

令和５年７月の全国の有効求人倍率は 1.29 倍となる中、世田谷区を含む管内では 1.61 倍

となるなど、特に世田谷区を含む近郊では人手不足がより顕著な状況にある。そのような中、

事業者は人員確保に向けて、雇用条件や働く環境の整備等がより求められる状況にあると考

えられる。また、被雇用者においても、ワークライフバランスや働くことに対する価値観の

多様化など、世代や属性等によっても考え方の多様性はますます広がると考えられる中、兼

6



業・副業などを含む多様な働き方に向けた環境整備や後押しが求められる（図表9、図表10）。 

また、起業・創業については、多様な働き方の一形態でもあるが、地域経済や産業の新陳

代謝を促す点、地域経済の活力に寄与するなど、その促進を図ることは地域経済にとっても

重要であることから、推進と裾野の拡大を図ることが必要である。 

 

（図表 9）働く上で重視する条件                           （図表 10）兼業・副業の意向とその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 11）将来の起業意向 

 

 

 

 

 

 

３．世田谷区の新たな経済産業政策の方向性 

世田谷区は、平成２８年３月に策定された「世田谷区産業ビジョン（以下、「現産業ビジョ

ン」という。）」において、「区民・産業がつくる 世田谷の新たな価値と豊かさ」をメインテ

ーマとして掲げ、産業振興の観点を主とするありたい姿や取組みを整理し、産業振興政策を

進めてきた。 

その後、改正された発展条例において、地域経済の持続可能な発展を実現することにより、

豊かな区民生活の実現に寄与することを目的として掲げ、経済的発展の重要性に加え、非経

済的価値の重要性を改めて認識し、４つ基本的方針を設定した（図表 12）。 

 

 

 

 

出典：「世田谷区のまちなか観光及び社会経済に関する調査」より作成 

出典：「世田谷区のまちなか観光及び社会経済に関する調査」より作成 
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（図表 12）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例（概要） 

 

＜発展条例における４つの基本的方針＞ 

基本的方針１ 区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る 

基本的方針２ 誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備 

し、企業の促進及び多様な働き方の実現を図る 

基本的方針３ 地域及び社会の課題解決に向けてソーシャルビジネスの推進を図る 

基本的方針４ 地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進を図る 

 

こうした世田谷区経済産業政策の新たな軸が設定されたことに鑑み、現産業ビジョンを産

業振興の基礎としながら、発展条例にあわせた体系的な整理に加え、新型コロナ禍を契機と

する社会経済環境の変化により複雑化・多様化した課題等へ対応するための考え方や具体的

取組みを整理し、改めて実行に移していくことが必要であると考える。 

このような考えの下、発展会議では、発展条例で掲げる理念の実現を目指して、世田谷区

の新たな経済産業政策の構築にあたっての展望や考え方を整理するとともに、重視する視点

を設定した上で、目指すべき姿及びその実現のための方向性を提示する。 

本提案を世田谷区は真摯に受け止め、大局的な視点に立った、地域経済の持続可能な発展

を図っていくための展望を新たなビジョンとして策定するよう要望する。また、新たなビジ

ョンを「（仮称）世田谷区地域経済発展ビジョン」とし、具体的取組みを実効性あるものとす

るプランを検討するよう提言する。 
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（１）新たな経済産業政策の考え方 

① ビジョン 

『（仮）持続可能な地域経済でつくる世田谷のウェルビーイング』 

 

現産業ビジョンでは、「区民が充実した日々を送ることができる、安全・安心、快適な環境

を享受できるように産業が支えていく視点が重要」との観点から、『区民・産業がつくる 世

田谷の新たな価値と豊かさ』をメインテーマとして掲げ、この下にありたい姿や取組みの方

向性を整理した。その後、発展条例では、「豊かな区民生活」の実現を最終目標に掲げつつ、

「地域経済の持続可能な発展」を目的として設定している。 

「豊かな区民生活」という最終目標を踏襲しながら、一方で、この間に社会経済環境や人々

の価値観はより多様化が進展し、「豊かさ」の考え方についても、例えば、経済的な豊かさ、

環境調和の観点からの豊かさ、キャリアやワークスタイル、ボランティア活動や趣味なども

要素として含む豊かさ、人間関係や交友関係の観点からの豊かさ、地域社会や自身が属する

コミュニティに関する豊かさ、心身や自分らしさに関する豊かさなど、その考えも多様化し

ている。 

このように今、多様な豊かさや幸福を示す概念として確立されてきたウェルビーイングも

しくはサステナビリティという概念の下に、多様な事業者や区民のそれぞれの豊かさに対し

て、経済産業分野から寄与することを、今後の新たな経済産業政策の中心に据えるものとし

て設定すべきである。 

 

② ビジョンの実現に向けた大切な基本の考え方 

区内中小事業者、産業界が直面している厳しい状況を踏まえたうえで、状況を少しでも改

善していくために大切な考え方を以下のとおり整理した。 

期待感やわくわく感が活動の原動力となり、あらゆる主体との共創を促し、新たな価値の

創造につながる。新たな価値の創造は、更に期待感やわくわく感を生み出し、正の循環が継

続する過程で、更なる価値や豊かさが生み出され続ける。発端となる期待感やわくわく感の

創出に向けて、顔の見える化や交流（ごちゃ混ぜ）、チャレンジ、応援等の仕組みの構築を行

う。 

 

 

 

 

 

③ ビジョン実現に向けた大切な視点 

今後、ビジョンの実現に向けて取り組んでいくにあたって、これまで行政を中心に実施し

てきた個々の取組より、横断的な観点からの課題や不足を抽出し検証すると、特に考慮すべ
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き共通的な課題が括りだされた。これらから、今後必要な取組を推進していく際に必要な「視

点」を抽出した。今後、各取組を進めていくにあたっては、政策課題の重要性や必要性等の

観点に加え、下記「視点」の観点から、施策の効率化や効果の最大化を図っていくことが重

要である。 

 

【ビジョン実現に向けた大切な５つの視点】 

① 「横串としての地域経済産業政策」の視点 

 各分野の課題解決に寄与する横串としての地域経済産業政策の構築を図る 

 分野横断的な連携強化（行政内含む）により効果的・効率的な課題解決や付加価

値創出 

⇒ これにより、効果の波及の広がりや付加価値の創出・増大に寄与 

 

② 「インパクト設計」の視点 

 公共的意義に加え、地域経済や区民の暮らしへの影響を考慮した制度設計及び優

先順位付け 

 多様な側面からの効果や影響についても評価（インパクト評価） 

⇒ これにより、地域経済や地域産業への効果最大化に加え、区民生活の質の向上に 

寄与 

 

③ 「デザイン思考」の視点 

 実態を踏まえ、ユーザー視点での真に必要な「使える／使われる／届く」施策を

構築 

⇒ これにより、施策の使い勝手の向上による施策の効果の最大化に寄与 

 

④ 「官民共創」の視点 

 官民のそれぞれの得意分野を活かした共創により施策の効果最大化を図る 

 地域の専門機関や専門人材等を巻き込むなど地域の資源を活かして、実務に則し

た多様なニーズへ対応する 

⇒ これにより、多様なニーズへの対応と官と民の強みを活かした好循環を創出 

 

⑤ 「プラットフォーム」の視点 

 新たなコミュニティやつながり・交流の促進、及び商店街等の既存プラットフォ

ームの改めての認識と活用による、新たな協業や連携を創出 

 時代に求められる「ゆるさ」の考慮により多様な主体を新たにプラットフォーム

に引き込む 

⇒ これにより、地域の力の再引き出しと集結による新たな付加価値の創出に寄与 

 

（考え方の背景となった主な意見） 

 社会経済環境や価値観がより多様化する中で、心ゆたかな暮らしや持続可能な環境・

社会・経済を実現し、地域で暮らす人々の「ウェルビーイングの向上」と「サステナ

ビリティの確保」を目指すことが求められている。産業振興や地域経済活性化の検討

を進めるうえで、「ウェルビーイングの向上」と「サステナビリティの確保」を最上位
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に位置づけるべきである。 

 経済産業政策は、各産業・業種の振興のみならず、例えば教育分野や高齢福祉分野な

ど、広く各分野を横断する横串としての役割を担うべきである。世田谷区行政におい

ても、経済産業部門は積極的に他部門との連携を図るとともに、他分野の抱える課題

解決に向けて、民間の知見や技術との連携を推進するハブとしての観点から取組を進

める必要がある。また、地域とのつながりの観点からも、総合支所やまちづくりセン

ターといった地域の拠点と連携・対話を踏まえた取組を進めていく必要がある。 

 世田谷区の産業は、条例においても明確に位置づけられている商工農建設業を中心に

まずはしっかりと目を向けることが重要である。一方で、区内においても産業の多様

化が進んでいる状況も踏まえ、これらについても後押しするとともに、両者が相互作

用する仕組みの構築により、全体の価値向上に寄与していくことが重要である。 

 産業の後押しを推進するためのソフト面の各種取組みに加え、区内産業の競争力強化

や事業者のビジネス環境改善に直結する鉄道や高速道路等のインフラ整備や空き家・

空き店舗の増加等の課題は、長期的かつ大きな課題である。地域経済の持続可能な発

展の観点から、議論を継続的に行う必要がある。 

 ２万７千超の事業所が存在する状況においては、個々の主体が連携・集積する集合体

に対するアプローチが効率的・効果的である。世田谷区において、個々の主体等が自

らの意志により活動を行うことができる環境（プラットフォーム等）を整備し、個々

の主体における自発的な行動や活動を後押しすることが重要である。また、プラット

フォーム等に橋渡しや触媒といった役割を設けることで、主体間の新たな連携や機会

創出の進展が期待される。従来からの固定概念や業種等にとらわれない柔軟な考えの

下、仕組みや場等に関する政策を構築していくことが必要である。 

 世田谷区は、高い専門性や競争力を有する事業者、個性豊かな街や地理的な優位性、

活力に富む区民など多様なリソースが既に存在しているが「点」にとどまっている印

象が強い。現在存在するリソースや強みを再認識し、「点」と「点」をつなげ「線」と

し、さらには「面」へと発展させる、広がりのある経済産業政策を構築することが必

要である。 

 個々の施策の構築にあたっては、利用者の視点から構築することが重要であり、デザ

イン思考の考え方により検討すべきである。 

 非経済的価値にも重きを置くことにより、コミュニティの活性化や街の活性化など、

数値としては現れにくい効果も政策のアウトプットとして重要な位置づけとなる。エ

ビデンスに基づく検討や評価（EBPM）はもとより、社会に与える影響（ソーシャルイ

ンパクト）についても重要視し、多様な影響を生む施策を展開していくことが重要で

ある。また、取組みには優先順位やタイムラインなどをあらかじめ見える化し、計画

的に取組みを進めることが重要である。 
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（図表 13）ビジョン実現に向けた大切な視点 
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（２）各分野における政策の方向性 

 発展条例における基本的方針や各産業分野の振興等の観点から政策の方向性を議論し、下

記のとおり主な意見をもとに整理した。 

 

①多様な産業基盤の強化に向けた考え方 

（政策の方向性） 

区の産業構造としては、小売業・サービス業をはじめ多様な産業が着実に根付いている

ことが特徴として挙げられる。まずは、これまで区を支えてきた既存の産業の活性化を

図る施策を強化すべきである。強化にあたって必要なことは、これからの時代、さまざ

まな要素が絡まり合ってニーズが生まれることが多いという視点である。このため、従

前からの世田谷の既存産業の活性化を中心に据えつつ、多様な産業の後押しや様々な業

種間の交流や融合した取組等を進めるとともに、コミュニティや学びなど世田谷の特徴

とも融合した、世田谷産業の新たな成長やステージの構築を後押しすることが必要であ

る。 

 

（考え方の背景となった主な意見） 

 地域内での繋がりやコミュニティの重要性が高まる中において、商店街が果たす役

割は大きい。街の賑わい作りや街路灯設置などの公益に資する取組みも多数実施す

る中、行政や事業者、住民等による支援や連携を通じて、商店街組織を強化・促進し

ていく必要がある。 

 さらに、商店街に関しては、事業承継は重要な課題となっており、空き店舗やチェ

ーン店が多数存在することにより商店街活動が弱体化する可能性があることから、

組織強化や商店街への加入促進を重要な課題として捉え、解決に向けて検討するこ

とが必要である（特に世田谷において土地を保有する場合、事業承継を模索するよ

りも転貸する方が有利な状況が生じやすい傾向があることを踏まえた検討の必要が

ある）。 

 工業に関しては、工場や事業所の減少に加え、伝統技術等、後世へ繋ぐべき“もった

いない”事業が継承されないなど、工業分野の承継や活性化は大きな課題となって

いる。事業承継やデジタル化への対応などきめ細やかなサポートとともに、“学び”

や“コミュニティ”と連携することを“世田谷らしさ”と捉え、例えば、接点や機会

の増加などの観点からの検討も必要ではないか。 

 農業に関しては、若い世代が農業で生活していける環境を作る必要があり、農業の

地産地消を進めるために区内関連の販路拡大など、区民と農業の接点を増やしてい

くことが必要ではないか。 

 建設業においては、若年層の“離れ”や高齢化など、人材確保や技術の伝承が困難な

状況となっている。消費者と事業者の関係が近くなり、理解を得られる関係性の構

築や、地元業者が受注し、下請けや雇用につなげていく取り組みを更に進めること

で、地域内での顔の見える化等に取り組んでいく必要がある。 

 産業団体は事業者にとって情報や交流のハブとなるのみならず、様々な公益的役割

を担うなど地域の活性化等に対しても果たす役割が大きい。組織の活発な活動を継

続すべく、組織の強化に加え、行政や地域との連携などを通じ、地域の活性化につ
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なげていくことが必要である。 

 地域や街の特徴を明確に打ち出すことで、事業者や産業の立地促進や誘引に繋げて

いくべきである。 

 都市型産業の一つの特徴として、例えば「支援産業」の集積や成熟が考えられる。世

田谷区内においても専門的なスキルを持つプロフェッショナルが多数存在しており、

このような人材の知見も活用して地域産業全体を支援していくことについても検討

すべきである。 

 

②多様な働き方の促進に関する考え方 

（政策の方向性） 

新型コロナウイルス感染症を契機に、働き方やライフスタイルは多様性を増しており、

特に、世田谷区は 92 万人の人口を有し、「住宅都市」としての顔を持っていることから、

多様化する働き方やライフスタイルに対応した土壌や環境を整えることは、世田谷らし

さを伸ばし、世田谷の強みともなりうる。 

世田谷の魅力の向上、ウェルビーイングの向上を目指して、個人の意志の尊重の上に多

様な働き方の選択肢の提供や自らの価値やウェルビーイングを高めることができる環境

整備、後押しをさらに進めることが必要である。 

  

（考え方の背景となった主な意見） 

 多様な就業機会の創出に加え、キャリアが途切れない、自らの価値を認識する、働

き方に無理がない、変化に適応できるなどを「働き方のサステナブル化（SX 化）」と

捉え、推進していくことが必要である。 

 自身の置かれた状況や自らの意志に基づきながら、自らが選択できる状況を作ると

ともに、起業や雇用のみならず、業務委託などを含めた多様な働き方の支援が必要

である。特に若年層は、収入や経験よりも人生とのバランスを重要視するなど、世

代や置かれた状況によっても捉え方は異なることから、多様性を前提として検討す

る必要がある。 

 様々な人と出会える機会や拠点を整備することで、街の人が「ごちゃ混ぜ」になる

機会が生じ、出会いや連携・交流などの機会が増加し、自らのウェルビーイング向

上に資する活動につなげることができる。 

 地域の子どもが働く大人と日常的に触れ合い、交流が可能な環境が、子どもたちの

将来の働き方に関して効果的な学びを得ることができると考えることから、環境整

備について検討すべきである。 

 フリーランスという働き方も増加傾向にある中、地域内外の専門人材との積極的な

連携や橋渡しにより、企業や地域の課題を解決する仕組みを検討すべきである。 

 

③起業・創業の促進に向けた考え方 

（政策の方向性） 

多様な働き方の促進の一側面として、若年層を中心とした起業創業の促進はどのような

地域においても非常に重要な政策課題となっている。一方、世田谷においては、地理的

特性や多様な既存産業、マーケットとの近接性など、起業創業に有利な面があると考え

られるものの、その割合や意識が高いものとはなっていない。新たな働き方の一形態と
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しての起業・創業の促進や、様々な活動にチャレンジしようとするアントレプレナーシ

ップの醸成を促す環境整備を進めることで、中長期にわたって持続可能となる地域経済

を構築することが必要である。 

 

（考え方の背景となった主な意見） 

 持続可能な地域経済を構築していくためには、起業・創業は重要な事項であり、裾

野を広げることが重要である。その際、「起業・創業」を狭義に捉えず、意欲や思い

のある人が積極的にチャレンジできることをアントレプレナーシップと捉え、アン

トレプレナーシップが醸成される環境や土壌を整備することが必要である。 

 裾野の拡大に向けては、「起業無関心層」に関心をもってもらうことが必要である。

地区レベルのコミュニティでの交流の場やライトな参画ができる場など、身近に気

軽に関与できる場を構築していくことが必要である。 

 地域への貢献や自己実現などを目的とする、いわゆる“スローな起業”が“世田谷ら

しさ”の一形態でもあると考え、このような起業・創業を育む環境の検討・整備を行

うことが必要である。 

 積極的なチャレンジの結果、仮にポジティブな結果を得られなかった場合も、再起

を促す観点から底支えする環境の構築を検討する必要がある。 

 世田谷区内には、起業・創業者やスタートアップが現実的に入居可能なオフィスや

店舗等が少ない状況にある。起業・創業、ベンチャーやスタートアップが根付く街

となるため、受け皿の構築や土壌の醸成などを進める必要がある。 

 

④社会課題・地域課題の解決に向けたソーシャルビジネスに関する考え方 

（政策の方向性） 

世田谷には多くの NPO が存在し、またコロナ禍で、地域の課題への関心や参画への意識

が顕在化するなど、社会課題・地域課題に意識の高い地域であると考えられる。一方で、

その意識や関心を行動に移すには、後押しする環境や更なる土壌の醸成が不可欠である。

今後は、社会課題や地域課題の解決に対する裾野を広げることが必要であるとともに、

応援する仕組みを具体的に構築することで、課題解決に関与する区民や事業者の増加、

また、それがビジネスとして構築される後押しをすることが必要である。 

 

（考え方の背景となった主な意見） 

 社会課題や地域課題に関心の薄かった人と課題を抱える当事者が出会い、共創を生

み出していく環境を整備することが必要である。その際、プラットフォーム等を通

じて、外部のアイデアを取り入れることで効果的な取組が推進される。 

 ソーシャルビジネスは情報収集や資金集めなど、困難と考えられる点が大きく、ソ

ーシャルビジネス促進のために資金的な応援の仕組みが必要である。 

 

⑤持続可能性を考慮した事業活動やエシカル消費促進に関する考え方 

（政策の方向性） 

SDGs やエシカルへの意識を、経済的合理性との兼ね合いの中で事業活動や消費行動に移

していくことには障壁が高い。一方、SDGs 等への行動が世田谷の産業や事業者の価値を

高めることにつながるとともに、世田谷という街のブランドや強みにもつながっていく。
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今後は、まずは事業者や消費者に対する理解増進および啓発を進めることで、その土壌

を強固なものとしていくことが必要である。 

 

（考え方の背景となった主な意見） 

 SDGs を意識した取組みが事業経営に対してポジティブな効果を生むことや持続可能

性に寄与することを広く周知し、SDGs の意識と企業経営が結びつくことについての

啓発が必要である。 

 エシカル消費の普及啓発に向けては、消費者向けのみならず、事業者側の意識の向

上や啓発を行うことが重要である。 

 世代や属性を超えて多くの人たちが楽しめるエンターテイメントやスポーツなどの

コンテンツは街の住民の一体感を創出し、街の活性化やコミュニティの中心となり

うるものであることから、その活用や創出について検討すべきである。 

 

⑥チャレンジの促進とその応援に関する仕組みの考え方 

（政策の方向性） 

チャレンジの成功に向けては多様な要素が複雑に交わることが必要であるが、チャレン

ジをすることにはリスク等含めて様々な障壁も高い。一方で、個々のウェルビーイング

の向上や街の活性化の観点から、前向きな挑戦を街や地域全体で支えていくことは当事

者のみならず、地域全体のメリットとなって街に還ってくる面もある。区民や事業者が

起業や新規事業といったチャレンジを促進することや、様々なチャレンジを促す応援の

仕組みや場の構築により、個々のウェルビーイングの向上と地域経済の活性化に繋げて

いくことが必要である。 

 

（考え方の背景となった主な意見） 

 地域の企業に地域住民が投資できる仕組みや、実験的資金による産業を後押しする

など、地域住民が地元企業やチャレンジを応援できる仕組みを検討すべきである。

これにより、地域経済循環の向上や街の課題を自分ごととして捉える考えが広がり、

事業者や住民による主体的活動の後押しが期待される。 

 起業・創業に関することのみならず、人の繋がりの重要性が増す中、つながりを生

む場の構築や新たな連携を促す橋渡しや触媒としての役割の重要性が増している。 

 積極的なチャレンジの結果、ポジティブな成果を得られなかった場合も、再起を応

援する仕組みが必要である。その際、円滑な引継ぎや譲渡を含めて、再起に関する

事項が見える化されることが、積極的なチャレンジを後押しすることにつながる。 

 社会実験的なトライアルが寛容的・頻発的に起きる場所など、小さくスタートでき

る環境や場の構築が重要である。 
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（３）「目指す姿」と「実現のための方向性」 

 上述（２）において、発展条例における基本的方針や各産業分野の振興等の観点から取組

みの方向性を示した。この方向性を基に、本項目においては、４つの基本的方針について、

そのそれぞれが実現された状態を「目指す姿」として整理し、その「実現に向けた対応の方

向性」について整理する。 

「目指す姿」の一つ一つの実現度の向上が、基本的方針の実現度の向上に資することと考

え、それにより条例で掲げる理念の実現に一歩ずつ近づくとする考えの下に構築し、提示す

るものである。 

なお、ここで掲げる取組みをすべて並行して実施していくことは現実的には困難であるこ

とから、政策課題の重要性や必要性、緊急度の観点から優先順位をつけて計画的に取り組ん

でいくことが重要である。 

 

 

①基本的方針 1 

「区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」 

 

基本的方針 1が実現される状態となるための「目指す姿」の要素として、以下の 4つの

側面を挙げる。 

 

（目指す姿） 

(①-1) 地域の事業者が安心して継続的に事業を営むことができる世田谷区 

(①-2) 区民生活を支える産業が引き継がれていく世田谷区 

(①-3) 企業・事業者が定着し成長する世田谷区 

(①-4) 意欲や思いのある人・事業者が積極的にチャレンジできる世田谷区 

 

上記 4つの「目指す姿」それぞれについて、その実現に向けた方向性や具体的取組例 

等を以下に挙げる。 

 

（目指す姿とその実現に向けた対応の方向性） 

（①-1）地域の事業者が安心して継続的に事業を営むことができる世田谷区 

 セーフティネットの充実 

融資あっせん制度の拡充や、経営相談等窓口の拡充を通じて取り組む。 

 

 事業者の生産性向上の取組を後押し 

事業者による設備投資の促進や、販路開発・拡大の取組の後押しを行う。また、新

技術、IT ツール等の活用を促し、新商品開発等の取組も促進する。 

さらに、従業員等のスキルの向上（リスキリング等）の後押し、および事業者間の

協業・連携を促進する機会・場の構築も促進する。 

 

 安定的な事業経営に必要な体制の整備を後押し 

従業員の確保支援を行う。また、雇用に関する相談の場の充実や、経営課題や取組
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を共有する場や機会の構築を図る。 

 

 地域における事業者と消費者の相互理解の増進 

事業者の顔の見える機会の増加を促す。 

 

 地域での受発注が促進される仕組みの推進 

事業者の顔の見える機会の増加を促す。 

 

 必要な情報への円滑なアクセス環境の向上 

支援策等情報への接点の増加や、ビッグデータ等へのアクセス環境の構築に向けた

取り組みを行う。 

 

 災害時・復旧時等の強靭かつしなやかな対応に繋がる環境の充実 

事業継続計画（BCP）の普及や、支援物資供給や災害復旧等の体制の構築に取り組む。 

 

(①-2) 区民生活を支える産業が引き継がれていく世田谷区 

 事業者の事業運営・継続に向けた体制構築環境の充実 

従業員の確保支援に取り組む。雇用に関する相談の充実、事業者間の協業・連携を

推進する機会・場の構築を促進する。 

 

 円滑な事業承継に向けた顔の見える環境の構築 

事業承継時の知識やノウハウ等の発信・啓発に取り組む。また、、企業の価値や情報

が共有されるプラットフォーム（ネットワーク）の構築、後継者候補（担い手）の育

成、呼び込む仕組みの構築を促す。 

 

 影響を最小限に抑えた円滑な廃業に向けた支援 

廃業時の知識やノウハウ等の発信・啓発に取り組む。また、専門家（弁護士・税理

士、金融機関等）による手続きの支援、廃業後の再チャレンジに向けた支援が活発

化するための取組を行う。 

 

 公共的役割を担う産業団体組織の活性化 

公共的役割に関する活動の円滑化、および組織力の強化を促す。 

 

 地域を牽引する若手リーダーの育成 

若手リーダーの掘り起こし・育成に取り組む。 

 

 産業を取り巻く立地環境の維持保全 

準工業地域における事業に関する周辺住民の理解促進、農地の保全維持に取り組む。 

 

(①-3) 企業・事業者が定着し成長する世田谷区 

 ハード面におけるビジネス環境の向上 

オフィスの確保に向けた支援に取り組む。 
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 ソフト面におけるビジネス環境の向上 

各施策の総合的な底上げ、充実を図る。 

 

(①-4) 意欲や思いのある人・事業者が積極的にチャレンジできる世田谷区 

 新たなチャレンジを後押しする環境や手段の充実 

実務専門家による伴走型での助言と支援の実施、事業を実証的に試行できる場の構

築、事業者間の交流の場・機会の構築を促進する。さらに、区民がチャレンジャー

を応援する仕組みの構築、再チャレンジ者の雇用促進、販路拡大に向けた PR 等の支

援の充実に取り組む。 

 

 新たな価値をもたらす多様な専門人材を活用した事業者支援体制の充実 

地域の産業支援業の活用の後押し、フリーランス等外部人材の活用後押し支援を行

う。さらに、中間支援組織の機能強化を行う。 

 

 起業・創業者を応援する仕組みの構築・充実 

起業創業に必要な知識の普及啓発に取り組む。資金調達や手続き等に関する相談の

場の充実を図る。また、思いを形にする行動を後押しし、区民が応援する仕組みの

構築を促進する。 

 

 

②基本的方針 2 

「誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備し、起業の促 

 進及び多様な働き方の実現を図る」 

 

基本的方針２が実現される状態となるための「目指す姿」の要素として、以下の３つの

側面を挙げる。 

 

（目指す姿） 

(②-1) ライフスタイル等に応じた多様な働き方が選択できる世田谷区 

(②-2) 心身ともに健康に働くことができる世田谷区 

(②-3) アントレプレナーシップ（起業家精神）が発揮される世田谷区 

 

上記３つの「目指す姿」それぞれについて、その実現に向けた方向性や具体的取組例 

等を以下に挙げる。 

 

（目指す姿とその実現に向けた対応の方向性） 

(②-1) ライフスタイル等に応じた多様な働き方が選択できる世田谷区 

 持続可能な働き方(働き方の SX 化)を自ら選択できる環境の整備 

職業紹介機能や相談等窓口を充実させるとともに、多様な働き方に関する事業者の

理解の普及を促進する。 
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 どこでも働くことができ創造性が発揮される環境の整備 

働く場所や空間、会議室等スペースの整備に取り組む。 

 

 マルチワーク（副業・兼業等含む）が選択できる環境の構築 

兼業・副業を推進する事業者の側面支援を行うとともに、スキルや時間を提供した

い人のマッチングの場等や、個人ごとの役割を見つけることができる場を構築する。 

 

 日常の中で子どもと仕事が出会う機会の醸成 

工業や農業分野をはじめとする産業分野と教育分野の交流機会の増加を図り、子ど

もと親が同空間で働くことができる場の整備に取り組み、子どもフレンドリーな企

業の活動を後押しする。 

 

(②-2) 心身ともに健康に働くことができる世田谷区 

 事業者の健康経営を後押し 

健康経営に関する意識の向上や普及啓発や、勤労者福祉サービスの充実を促進し、

相談窓口機能の向上を図る 

 

 ワークライフバランス向上を後押し 

相談窓口機能の向上を図るとともに、地域における活躍の場の認知度向上や創出に

取り組み、生きがいや社会での役割に出会う場や機会を提供する。 

 

 ダイバーシティ経営を後押し 

ダイバーシティ経営に関する意識の向上や普及啓発を促進する。 

 

(②-3) アントレプレナーシップ（起業家精神）が発揮される世田谷区 

 起業関心層の増加 

アントレプレナー教育やリテラシー教育の機会の充実を図るとともに、起業家と若

年世代の交流の場や機会、起業アイデアのブラッシュアップ機会を構築する。 

 

 起業・創業者を応援する仕組みの構築・充実 

起業創業に必要な知識の普及啓発を行い、資金調達や手続き等に関する相談の場の

充実を図るとともに、思いを形にする行動を後押しする取り組みを実践し、区民が

応援する仕組みを構築する 

 

 起業経験者の集積を促進 

空き店舗等の活用を促進しつつ実証や実験ができる空間を提供し、ビッグデータ等

へのアクセス環境や、地域の関係機関（産業団体や金融機関等）との円滑なアクセ

ス環境を整備し、また、起業家と若年世代の交流の場や機会を構築する。 
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③基本的方針 3 

「地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネスの推進を図る」 

 

基本的方針３が実現される状態となるための「目指す姿」の要素として、以下の３つの

側面を挙げる。 

 

（目指す姿） 

(③-1) 地域課題や社会課題への関心が高く課題解決に参画しやすい世田谷区 

(③-2) 地域課題解決の取組が積極的に展開される世田谷区 

 

上記２つの「目指す姿」それぞれについて、その実現に向けた方向性や具体的取組例 

等を以下に挙げる。 

 

（目指す姿とその実現に向けた対応の方向性） 

(③-1)地域課題や社会課題への関心が高く課題解決に参画しやすい世田谷区 

 地域課題や社会課題に関心を持つ区民の増加 

課題解決の取組に関する情報を発信し、関心を持つ層による交流機会や場を創出す

る 

 

 課題解決に参画できる環境の整備 

課題解決の取組へのライトな参画手段を提供し、挑戦する事業者等を応援する仕組

みを構築する。 

 

(③-2) 地域課題解決の取組が積極的に展開される世田谷区 

 事業者の取組を促す支援の充実 

相談窓口を構築するとともに、事業者の顔の見える機会増加のための取組や、協業

や連携を募る仕組みの提供、区民が取組を応援する仕組みの構築を行う。 

 

 担い手間の共創を促進 

担い手間の協業や連携を促進する機会および場を構築する。 

 

 

(4)基本的方針 4 

「地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進を図る」 

 

基本的方針４が実現される状態となるための「目指す姿」の要素として、以下の４つの

側面を挙げる。 

 

（目指す姿） 

(④-1) 地域経済の活性化や賑わいが生み出される世田谷区 

(④-2) 産業を取り巻く環境が受け継がれていく世田谷区 
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(④-3) エシカルが身近に存在する世田谷区 

(④-4) 産業分野からウェルビーイングに貢献する世田谷区 

 

上記４つの「目指す姿」それぞれについて、その実現に向けた方向性や具体的取組例 

等を以下に挙げる。 

 

（目指す姿とその実現に向けた対応の方向性） 

(④-1) 地域経済の活性化や賑わいが生み出される世田谷区 

 地域内での継続的な消費の喚起・活性化を後押し 

せたがや PAY を活用した消費の活性化を図り、来街者による区内消費を喚起する。 

 

 域外からの来街者の呼び込み促進 

地域の強みや魅力の PR や、来街者の受け入れを強化し、民間事業者の観光イベント

等の連携を促進する。 

 

 区民の地元愛着の更なる向上 

地域の強みや魅力の PR、および世田谷みやげを強化する。 

 

 商店街による地域活性化の取組の促進 

商店街を中心とする地域活性化の取組や、商店街の個店の魅力の掘り起こしを促進

するとともに、商店街の PR およびマネジメント機能を強化する。 

  

(④-2)産業を取り巻く環境が受け継がれていく世田谷区 

 商店街の公共的活動の継続的な活性化 

商店街による公共的活動を支援する。 

 

 準工業地域を中心とする工業用地の維持・保全 

準工業地域における事業に関する周辺住民の理解促進を図る。 

 

 農地や緑地の保全・維持 

生産緑地の貸借制度を運用し、区民と農業の接点の増加を図る。 

 

(④-3) エシカルが身近に存在する世田谷区 

 エシカル関心層の増加 

エシカル消費の普及啓発を行う。 

 

 エシカル商品を購入できる機会や場の構築・充実 

エシカル消費を実践できる環境を整備する。 

 

 事業者におけるエシカル意識や人権意識の醸成 

エシカルや人権に関する普及啓発に取り組み、事業者のエシカル実践の後押しをす

る。 
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 脱炭素等意識の醸成と実践の後押し 

意識の向上と醸成促進のための取組を行う。 

 

 

(④-4) 産業分野からウェルビーイングに貢献する世田谷区 

 街の自分ごと化を促す環境の醸成 

工業や農業分野をはじめとする産業分野と教育分野の交流や連関を促進するととも

に、スポーツ、自然、文化等コンテンツを通じたつながりの醸成を図る。 

 

 区内産業が有するリソースの横断的活用 

各産業の価値を取り出し連結させる取組を促進する。 

 

 

（４）まとめ 

 これまで提示してきた考え方等を概略イメージとして次のとおり示す（図表 14）。 

発展条例で設定された４つの基本的方針（４つの柱）を構成する要素を「目指す姿」とし

て具現化し、「目指す姿」の実現度の向上がそれぞれの柱の実現度を高め、４本の柱の実現

度が向上することで、地域経済の持続可能な発展ひいては豊かな区民生活の実現に近づいて

いくと考えるものである。  
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（図表 14） 地域経済の持続可能な発展条例の理念の実現に向けたイメージ 
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４．資料 

「世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議」委員名簿 

 

 団体等 氏名・肩書（順不同、敬称略） 

①  学識経験者 長山 宗広（駒澤大学経済学部教授） 

②  東京商工会議所世田谷支部  

③  世田谷区商店街連合会  

④  世田谷工業振興協会 千葉 寿典 

⑤  世田谷区農業青壮年連絡協議会 大平 佳史（令和５年３月～令和５年５月） 

⑥  城田 晃吉（令和５年６月～） 

⑦  世田谷区産業振興公社 竹内 明彦 

⑧  世田谷区消費者団体 見城 佐知子（フェアトレードタウン世田谷推進委員会エシカルコンシェルジュ） 

⑨  世田谷区しんきん協議会 宮井 克明（世田谷信用金庫常勤理事） 

（令和５年３月～令和５年５月） 

⑩  中山 耕輝（昭和信用金庫常勤理事）（令和５年６月～） 

⑪  東京青年会議所世田谷区委員会 松原 吉輝 

⑫  世田谷区建設団体防災協議会 兒玉 奈輔 

⑬  

民間団体・ＮＰＯ等 

市川 望美（非営利型株式会社 Polaris 取締役） 

⑭  大石 英司（株式会社 UPDATER 代表取締役） 

⑮  田中 美帆(株式会社 cocoroé 代表・多摩美術大学講師) 

⑯  中山 綾子（フリーランス協会 理事兼事務局長） 

⑰  吉田 亮介（三茶ワークカンパニー株式会社代表） 

⑱  区民（公募） 大藤 清佳 

⑲  吉田 凌太 
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審議経過 

 

 開催日 議題 

第１回 令和５年３月２０日（月） １．会長・副会長の選出 

２．本会議への諮問 

３．本会議の審議内容等ついて 

４．産業ビジョンの進捗状況及び産業ビジョン 

の見直しについて 

５．その他 

第２回 令和５年５月２９日（月） １．委員からの情報提供（委員プレゼンテーシ 

ョン） 

２．地域経済の持続可能な発展を推進していく

ための基本的な考え方について 

第３回 令和５年７月１３日（木） １．委員からの情報提供（委員プレゼンテーシ 

ョン） 

２．地域経済の持続可能な発展を推進していく 

ための基本的な考え方について（基本的方 

針 1及び２の「目指すべき姿」、「戦略」に 

ついて） 

第４回 令和５年８月１０日（木） １．委員からの情報提供（委員プレゼンテーシ 

ョン） 

２．地域経済の持続可能な発展を推進していく 

ための基本的な考え方について 

第５回 令和５年９月７日（木） １．地域経済の持続可能な発展を推進していく 

ための基本的な考え方について 

２．委員からの提案 

第６回 令和５年１０月５日（木） １．答申案について 
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これまでの審議の概要 
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